
第６章　その他諸統計

（７）審査・審判、事務系統一覧表

⑤ ＰＣＴに関する事務系統

「優先日」……条約２条（xi）

受理官庁  国際調査機関

国際事務局  指定官庁

国際予備審査機関 問い合わせ先：国際出願課

国　際　出　願

記録原本
調査用写し

調査用写しの受領

国　際　調　査

国　際　調　査
報告書の送付

記録原本の
受　　　領

国　際　調　査
報告書の受領

国　際　公　開

指定通知,２０条
送達書類の送付

指定通知，２０条
送達書類の受領

所定の書面
翻　訳　文

公　　　　　　表

国　内　審　査

の送付

の受理

RO

ISA

IB

DO

優先日

13月

16月

18月

19月

28月

RO ISA

IB DO

12月

国際予備審査請求書

国際予備審査請求書
の受理通知の送付

国際予備審査報告書
の送付

IPEA
RB

30月

IPEA
RSA

選択通知の送付

国際予備審査
報告書の受領

国際予備審査
報告書の英訳

国際予備審査
報告書の原文
の写し及び
英訳の送付

選択通知の受領

国際予備審査
報告書の原文
の写し及び
英訳の受領


